
 

移住定住セミナー開催事業委託業務仕様書 

 

１ 委託業務の目的 

岐阜県では、人口減少社会においても地域が活力を保ち続けるため、「地域の将来を支

える人を呼び込む」という視点から移住定住施策に取り組み、本県の多様な魅力を広く都

市部を中心に移住希望者に向けて情報発信している。 

そこで、本事業においては、全国の移住希望者を対象に、移住候補地としての岐阜県を

強くアピールし本県への移住定住の促進を図るため、移住希望者が本県への移住について

前向きに検討するための学びと情報収集の場となるよう、移住実践者や県及び移住相談窓

口の担当者等を交えた「移住定住セミナー」を実施する。 

 

２ 委託業務名   移住定住セミナー開催事業委託業務 

 

３ 委託業務期間  契約締結日から令和５年３月２４日までとする。 

 

４ 委託業務の内容 

本業務を受託した者（以下、「受託者」という。）は、以下の事業を企画し、実施するこ

と。 

     

（１）「清流の国ぎふ暮らしセミナー」の実施 

 移住希望者を対象に、本県を移住候補地として魅力的にアピールする場として、下記の

とおり「清流の国ぎふ暮らしセミナー」（以下、「セミナー」という。）を企画し、運営

すること。 

① 開催回数・日時について 

・ 委託業務期間内に、オンラインを活用したセミナーを計４回開催すること。ただ

し、うち２回は、１２月１７日と２月１８日に開催すること。 

・ 開催日時については、土日祝又は平日夜間の２時間程度を基本とし、県と協議の

上決定すること。 

② 開催方法について 

  ・ 実施計画においては、Web会議システムを活用するオンライン形式と現地会場

を設けるリアル形式を組み合わせたハイブリット形式を基本とすること。ただし、

新型コロナウイルス等の影響によりリアル形式での開催が困難な場合は、県と協議

のうえオンラインのみの開催としてよい。 

・ 現地会場においては、オンライン上で配信されているセミナーの映像をモニター

等に投影し、各会場の参加者が同日、同時間帯にセミナーへ参加できるようにする

こと。 

・ セミナーの実施にあたっては、自治体、ＮＰＯその他の移住定住に取り組む関係

団体等と連携・調整して実施すること。 

・ 定員は１回につき３０名程度を基本とすること。ただし、ワークショップ形式の

場合は、内容に応じて適切な人数を設定すること。また、１００名程度を定員とし



 

た講演会方式を１回計画すること。 

・ リアル形式の場合、十分な座席間隔の確保、健康チェック等、新型コロナウイル

ス対策を講ずること。 

・ 上記セミナーの開催方法については、県と協議の上、確定すること。 

③ 開催会場について 

・ 東京・大阪・名古屋に現地会場を設けることを基本とし、受託者において手配を

行うこと。なお、会場使用にかかる経費は受託者において負担すること。ただし、

新型コロナウイルス等の影響によりリアル形式の開催が困難な場合は、県と協議の

うえ現地会場を設けないことを認める。 

・ １２月１７日と２月１８日に開催するセミナーの東京会場については、「NPO法

人 100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター」のイベントスペースを

県が手配し、会場使用料は県負担とする。 

・ 各回とも県と協議のうえ会場を決定することとし、民間の貸会議室や地域団体が

保有する施設等を使用する場合は、施設管理者の指示に従い、手配や準備、片付け、

利用料の支払い等必要な対応を行うこと。 

・ セミナーの配信本部は、岐阜県内に設けることとし、回線の安定性確保の観点か

ら、有線ＬＡＮ接続が可能な会議室等から行うこと。有料の会議室等を使用する場

合の使用料は受託者の負担とする。 

④ 開催内容について 

（ア）セミナーテーマの設定 

・ 移住候補地として多様な選択肢があること、移住を決断する動機は様々であるこ

と、新型コロナ感染症の影響による生活様式の変化等に配慮しつつ、ターゲットと

なる移住検討者（潜在層、検討層、真剣層など）を明確にし、本県を移住候補地と

して強くアピールするために効果的なテーマを設定すること。なお、内容について

は、県と協議の上、確定すること。 

・ テーマのうち１回は「リモートワーク」とすること。 

・ セミナーの内容は、現場からのライブ映像配信、オンラインワークショップ、複

数の地域からのライブ映像を繋ぐツアー形式を採用する等、岐阜県の魅力を伝える

ことのできる工夫をすること。特に、事前に材料等を送付して実施するオンライン

ワークショップ方式での開催を１回以上実施すること。なお、材料費及び郵送料は

受託者の負担とする。 

・ 本業務に係る契約締結後、速やかに県と協議の上、セミナー４回分の実施計画案

（タイトル・日時・配信場所等）を作成し、県へ提出すること。 

（イ）セミナーの講師、ファシリテーター 

・ 各回のテーマに適した講師３名程度を選定し、報償費を支払うこと。 

・ 各回、専門のファシリテーターを配置するとともに、報償費を支払うこと。また、

可能な限り４回のファシリテーターは同一人物とすること。 

・ 講師、ファシリテーターへの出演依頼や進行内容の確認、移動等について必要な

調整を行うこと。 

・ 上記セミナーの講師等については、県と協議の上、確定すること。 



 

（ウ）参加者の募集及び広告 

・ 当日の参加者として、定員の７割以上とできるよう努めること。 

・ 県の移住定住ポータルサイト（ふふふぎふ）等のイベントページに掲載する原稿

及び写真データ（カバー画像及びセミナーテーマに沿った画像）、広告のためのア

イキャッチ画像を、原則、各セミナー開催日の４０日前までに県へ提出すること。 

・ アイキャッチ画像は、フェイスブック用、インスタグラム用、ツイッター用の３

種類を作成し、それぞれフェイスブック用（参考：1.91：１）、インスタグラム用

（１：１）、ツイッター用（参考 1.78：1）のアスペクト比、サイズは２メガ以内

とすること。 

・ 県は、県の移住定住ポータルサイト（ふふふぎふ）にセミナーの内容を掲載する

等、セミナーのＰＲを行うとともに、県関係課や各市町村等の関係機関へ情報提供

及び協力依頼を行う。 

・ 「清流の国ぎふ移住・交流センター」のＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラ

ム、ツイッター）にセミナー告知の投稿（本セミナーの募集を含む移住促進に資す

るイベント等への集客に関する投稿）をすること。 

・ セミナー開催情報を掲載する県の移住定住ポータルサイト（ふふふぎふ）のＰＲ

をするためのチラシ（1,200 枚程度）を作成し、県に納品すること。なお、作成す

るデータについては、県より提供する。 

・ 全国の都市部を中心にセミナーのテーマに応じた年齢等のターゲットを絞り、効

果的な広告を行うこと。 

・ 記事及び広告内容、広告期間については、事前に県と協議を行うこと。 

・ 本事業の各回のセミナー及びイベント等での本県への移住ＰＲについて、新聞社

やテレビ・ラジオ局へのパブリシティ活動を行うよう努めること。 

（エ）アンケート集計及びレポートの提出 

・ セミナー開催の都度、参加者にアンケートを実施し集計結果を取りまとめること。

アンケートフォームは、県の移住定住ポータルサイトのアンケートフォームを使用

しても構わない。セミナー終了後速やかにアンケートの集計結果及びセミナーの内

容を記載したレポートを作成し、県に提出すること。 

（オ）動画の作成 

・ セミナーの内容を編集した動画を作成し、セミナー終了後速やかに県に提出する

こと。なお、提出された動画については、県が、後日岐阜県移住公式 Youtubeチャ

ンネル「３６５岐阜と。ふふふぎふ」にアップロードし、県の移住・定住ポータル

サイト「ふふふぎふ」に掲載する。 

・ 動画は、参加者のプライバシーに配慮するとともに、セミナー内容を編集したダ

イジェスト版にすること。 

・ 提出された動画については、県が内容の確認を行い、修正の必要がある場合には

その指示に従うこと。 

（カ）その他 

・ 参加料は無料とすること。ただし、必要に応じて、参加者から参加料を徴収して

も良い。この場合、参加者にとって実費相当と認められる必要最低限の料金設定と



 

すること。なお、この収入は、事業費に充当すること。 

・ オンラインでセミナーを開催するための、Ｗｅｂ会議アプリ（Ｚｏｏｍミーティ

ング）とＷｅｂセミナーアプリ（Ｚｏｏｍウェビナー）の有料ライセンスを取得し、

その権利を県に譲渡すること。 

・ 配信に必要な機材（パソコン、カメラ、マイク等）を準備すること。また、セミ

ナーに参加するために必要な情報（ＵＲＬ、ＩＤ、パスワード等）は事前に設定し、

関係者へ通知すること。 

・ 関係者が必要な操作方法等を記載したマニュアル等を作成し、事前に配付するこ

と。 

・ 配信環境の設定や運用等に必要なスタッフを１名以上配置し、適正な運営を確保

すること。 

・ 金銭や景品等を渡すことを条件にした集客は行わないこと。 

 

５ 業務実施体制 

受託者は、本業務について次のとおり取組むこと。 

（１） 実施責任者及び県との各種調整窓口となる業務担当者を配置すること（共同体

の場合は、代表法人の者とする）。 

（２） 本業務の実施体制を示す実施体制表及び事故、自然災害など緊急事態が発生し

た場合に備えた危機管理体制、対応方法等について、書面を県に提出すること。 

（３） 本業務の実施にあたり、スタッフの配置、責任の所在、連絡体制等を明確にし

た書面を県に提出すること。 

（４） 事業実施責任者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこと。 

（５） 本業務を行うにあたり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する

損害の賠償の責任を負わなければならない。 

 

６ 支払条件等 

（１）県は、本業務終了後に、本業務に係る経費を支払うものとする。 

（２）収入（収益）が生じた場合は、返還又は委託費の減額の対象とする。ただし、県が認め

た場合には事業費に充当することができる。 

（３）委託事業を実施する場合に取得する財産は、取得価格又は効用の増加額が５０万円未満

のものとし、５０万円以上の財産の取得は認めないものとする。 

 

７ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）関係法令の遵守 

受託者は、事業の実施に際して関係する法令を遵守すること。 

（２）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはでき

ない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のう

え、業務の一部を委託することができる。なお、その場合において、受託者は、再委託

した業務に関する進捗管理を責任もって行うこと。 



 

（３）セキュリティ対策 

受託者は、各種データ管理を行うにあたり、「岐阜県情報セキュリティ基本方針」、「岐

阜県情報セキュリティ対策基準」及び別記１「情報セキュリティに関する特記事項」を遵

守すること。 

（４）個人情報保護 

受託者又は受託者から再委託を受けた者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱

う場合は、岐阜県個人情報保護条例（平成１０年岐阜県条例第２１号）、知事が取り

扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則（平成１１年岐阜県規則第８

号）及び別記２「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（５）守秘義務 

受託者あるいは受託者から再委託を受けた者は、委託業務を行うに当たり、業務上知 

り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託

業務終了後も同様とする。 

（６）暴力団の不当介入における通報等 

   ① 受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に

照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履

行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない

場合は入札参加資格を停止することがある。 

② 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了

することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。 

 

８ 著作権等に関すること 

別記３「著作権等取扱特記事項」によること。 

 

９ 業務の継続が困難となった場合の措置について 

    受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、

次のとおりとする。 

（１）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取 

消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次

期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとす

る。 

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業 

務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間

内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除でき

るものとする。 

なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際 

は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供することとする。 



 

 

１０ その他 

（１）本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務

を進めるものとする。 

（２）契約締結後、受託者は速やかに事業実施計画及び実施体制表を作成し、県の承認を得

ること。また、業務の実施にあたっては、県と十分協議したうえで行うこと。 

 



 

別記１ 

情報セキュリティに関する特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 本特記事項は、本契約による業務（以下「本業務」という。）の実施に当たって

受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュ

リティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項（以下「セキュリティ特記

事項」という。）として定めるものである。 

（用語の定義） 

第２条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。 

（１）ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体（Ｕ

ＳＢメモリ等を含む。） 

（２）ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報（これを印刷した文書を含む。） 

（３）ネットワーク及び情報システムに関連する文書 

（責任体制の明確化） 

第３条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者（以

下「セキュリティ責任者」という。）を書面で明らかにしなければならない。 

２ 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡し

なければならない。 

（業務従事者の特定） 

第４条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から１週間以内に、本

業務の従事者（派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。）

を書面で明らかにしなければならない。 

２ 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求が

あれば書面で発注者に報告しなければならない。 

３ 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身

分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければ

ならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に

従わなければならない。 

（教育の実施） 

第５条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育（セキュリ

ティ特記事項の遵守を含む。）など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関

係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。 

（守秘義務） 

第６条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報（以

下「取得情報」という。）を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契

約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（情報資産の利用場所） 

第７条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注



 

者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産（所有権又は使用権

が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。）を、発注者が指示し

た場所以外で利用してはならない。 

（情報資産の適切な管理） 

第８条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の

漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

（１）第４条第１項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理

させないこと。さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするための

パスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注

者に報告すること。 

（２）本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定する

ものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に

属さないものを利用して本業務を処理させないこと。 

（３）発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理

対象情報を、第７条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。な

お、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への

徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。 

（４）発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者

から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。 

（５）管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別

に指示したときは、その指示に従うこと。 

（６）管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報

資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じ

られたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。 

（情報資産の利用及び提供の制限） 

第９条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対

象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 

（再委託） 

第１０条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の

一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として

再々委託までとする。 

２ 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先

事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者にお

ける安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託

事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。 

３ 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に

対して、セキュリティ特記事項（第３条並びに第４条第１項及び第２項を除く。）の遵

守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また

受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から１週間以内に、再委託先



 

（再々委託している場合は再々委託先も含む。）における本業務の従事者を書面で明ら

かにしなければならない。 

４ 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やか

に書面で発注者に連絡しなければならない。 

（調査） 

第１１条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対

策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又

は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。 

（指示） 

第１２条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対

策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことがで

きる。 

（事故等報告） 

第１３条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリ

ティ事件又は事故（以下「事故等」という。）が生じ、又は生じるおそれがあることを

知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速

やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記

した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明

するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍

しなければならない。 

（実施責任） 

第１４条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなけれ

ばならない。 

２ 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、

自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。 

（納品物のセキュリティ） 

第１５条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者

に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題

を解決するための適切な処置を行わなければならない。 

（体制報告書） 

第１６条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について

明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 

（実施報告書） 

第１７条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、自らが行ったセキュリティ対策

について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 

 

 



 

別記２ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっ

ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければ

ならない。 

 

（責任体制の整備） 

第２ 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。 

 

（責任者等の届出） 

第３ 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従

事する者（以下「事務従事者」という。）を定め、書面によりあらかじめ、県に届け出なけ

ればならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。 

２ 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督さ

せなければならない。 

３ 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなけ

ればならない。 

４ 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

 

（教育の実施） 

第４ 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項におい

て事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び

研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。 

 

（収集の制限） 

第５ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を

明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなけ

ればならない。 

２ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、

又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、

県の承諾があるときは、この限りでない。 

 

（目的外利用・提供の制限） 

第６ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の

目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限

りでない。 

 



 

（漏えい、滅失及び毀損の防止） 

第７ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報

の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

２ 受託者は、県からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受け

た場合は、県に受領書を提出しなければならない。 

３ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所（以下

「作業場所」という。）を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。その特定した

作業場所を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 受託者は、県が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人

情報を作業場所から持ち出してはならない。 

５ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、そ

の方法（以下「運搬方法」という。）を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。

その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。 

６ 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記し

た名札等を着用させて事務に従事させなければならない。 

７ 受託者は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体（以下「パ

ソコン等」という。）を台帳で管理するものとし、県が同意した場合を除き、当該パソコン

等を作業場所から持ち出してはならない。 

８ 受託者は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならな

い。 

９ 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人

情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

10 受託者は、第１項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところに

より管理しなければならない。 

⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等

に保管しなければならない。 

⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上

の保護措置をとらなければならない。 

⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバッ

クアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検し

なければならない。 

⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保

管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

 

（返還、廃棄又は消去） 

第８ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完

了時に、県の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 



 

２ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録

媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しな

ければならない。 

３ 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情

報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が

判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 

４ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したと

きは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、

責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を県に提出しなければならない。 

５ 受託者は、廃棄又は消去に際し、県から立会いを求められたときはこれに応じなければな

らない。 

 

（秘密の保持） 

第９ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知

らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を複写又は複製してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでな

い。 

 

（再委託の禁止） 

第 11 受託者は、この契約による事務については、再委託（第三者にその取扱いを委託するこ

とをいう。以下同じ。）をしてはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでな

い。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようと

する場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾

を得なければならない。 

⑴ 再委託を行う業務の内容 

⑵ 再委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再委託の期間 

⑷ 再委託が必要な理由 

⑸ 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

⑻ 再委託の相手方の監督方法 

３ 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、県に対して再委託の相手方によ

る個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 



 

４ 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の

方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、県

の求めに応じて、その状況等を県に報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。）は原則として認めな

い。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第２項中の「再委託

の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第２項各号に規

定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出し

て県の承諾を得なければならない。 

⑴ 再々委託を行う業務の内容 

⑵ 再々委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再々委託の期間 

⑷ 再々委託が必要な理由 

⑸ 再々委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写

し） 

⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 受託者は、県の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわ

らず、県に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書

に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の

守秘義務の期間は、第９に準ずるものとする。 

２ 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派

遣元との契約内容にかかわらず、県に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任

を負うものとする。 

 

（立入調査） 

第 13 県は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況につ

いて、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要

があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査するこ

とができるものとし、受託者は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなけれ

ばならない。 

 

（事故発生時における対応） 



 

第 14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当

該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により県に直ちに報

告し、その指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講

ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあっ

た個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものと

する。 

３ 受託者は、県と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限

り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 15 県は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部

を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、県にその

損害の賠償を求めることはできない。 

 

（損害賠償） 

第 16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより県が損害を被った

場合には、県にその損害を賠償しなければならない。 

 



 

別記３ 

著作権等取扱特記事項 

 

（著作者人格権等の帰属）  

第１  成果物が著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条まで

に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）及び同法第21条から第28条までに規定す

る権利（以下「著作権」という。）は受託者に帰属する。  

２ 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に

係る著作者人格権及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）は、提供

した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作

物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。  

（著作権の譲渡）  

第２  成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（同法第27条

及び第28条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。  

２ 成果物の作成のために受託者が提供した成果物に係る動画、原稿、原画、写真その他の素

材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権（同法第27条

及び第28条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。  

一 原稿  

二 原画  

三 写真  

３  前二項に関し、次のいずれかの者に成果物及び当該成果物に係る動画、原稿、原画、写

真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者と

の書面による契約により当該著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。）

を受託者に譲渡させるものとする。  

一 受託者の従業員  

二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員  

４ 第１項及び第２項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。  

（著作者人格権）  

第３  発注者は、成果物及び当該成果物に係る動画、原稿、原画、写真その他の素材（以下

「成果物等」という。）が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物等の内容

を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物等が著作物に該当する場

合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名又は変名を

変更すること（氏名又は変名を表示しないことを含む。）ができる。  

２ 受託者は、成果物等が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物を利用するに

あたり、その利用形態に応じてその内容を改変（表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、

色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。）しようとするときは、その改変に同意

する。また、発注者は、成果物等が著作物に該当しない場合には、当該成果物等の内容を受

託者の承諾なく自由に改変することができる。 

３ 発注者は、成果物等が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、



 

当該成果物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。 

４ 発注者は、成果物等が著作物に該当する場合において、第２項以外の改変を行う場合には、

あらかじめ受託者の承諾を得るものとする。 

（保証） 

第４  受託者は、発注者に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しな

いものであることを保証するものとする。 

（成果物等の電子データが入った納入物の提供） 

第５ 受託者は、発注者に対し、成果物等の電子データが入った納入物（ＤＶＤ）を当該成果

物の引渡し時に引き渡すものとする。 

２ 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

３ 第１項の成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該成果物の引渡し時に発注

者に移転する。 


